
 四日市市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成３１年３月７日  

四日市市長   森   智  広  

四日市市規則第８号  

四日市市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則  

四日市市児童福祉法施行細則（平成２４年四日市市規則第４６号）の一部を次

のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（費用の徴収）  （費用の徴収）  

第１７条  （略）  第１７条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  法第２２条又は法第２３条の規定

により行われた助産の実施又は母子

保護の実施に関し、当該措置を受け

た者又はその扶養義務者から徴収す

る費用の額は、児童福祉法による児

童入所施設措置費等国庫負担金につ

いて（平成１１年４月３０日厚生省

発児第８６号。厚生事務次官通知）

第５徴収金基準額のとおりとする。  

３  法第２２条又は法第２３条の規定

により行われた助産の実施又は母子

保護の実施に関し、当該措置を受け

た者又はその扶養義務者から徴収す

る費用の額は、別表のとおりとす

る。  

 

改正後  

  

 

改正前  

別表（第１７条関係）  

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層

区分  

助産施設  母子生活支援施

設  

階層区

分  

定義  徴収金 基準 額

（月額）  

徴収金基準額

（月額）  



A 生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）による被保護世帯（単給

世帯を含む。）及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による

支援給付受給世帯  

０円  ０円  

B A 階層を除き当該年度分の市町村

民税非課税世帯  

２，２００  １，１００  

C１  A 階層及び

D 階層を除

き 当 該 年

度 分 の 市

町 村 民 税

の 課 税 世

帯 で あ っ

て 、 そ の

市 町 村 民

税 の 額 の

区 分 が 次

の 区 分 に

該 当 す る

世帯  

均等割の額のみ（所

得割のない世帯）  

４，５００  ２，２００  

C２  所得割の額がある世

帯  

６，６００  ３，３００  

D１  A 階層及び

B 階層を除

き 前 年 分

の 所 得 税

課 税 世 帯

で あ っ

て 、 そ の

１５，０００円以下  ９，０００  ４，５００  

D２  １５，００１円～４

０，０００円  

１３，５００  ６，７００  

D３  ４０，００１円～７

０，０００円  

１８，７００  ９，３００  

D４  ７０，００１円～１

８３，０００円  

２９，０００  １４，５００  



D５  所 得 税 の

額 の 区 分

が 次 の 区

分 に 該 当

する世帯  

１８３，００１円～

４０３，０００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

４１， ２０ ０

円を超 える と

きは４ １， ２

０ ０ 円 と す

る。）  

２０，６００  

D６  ４０３，００１円～

７０３，０００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

５４， ２０ ０

円を超 える と

きは５ ４， ２

０ ０ 円 と す

る。）  

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が２７，１００

円を超えるとき

は２７，１００

円とする。）  

D７  ７０３，００１円～

１，０７８，０００

円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

６８， ７０ ０

円を超 える と

きは６ ８， ７

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が３４，３００

円を超えるとき

は３４，３００

円とする。）  



０ ０ 円 と す

る。）  

D８  １，０７８，００１

円～１，６３２，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

８５， ００ ０

円を超 える と

きは８ ５， ０

０ ０ 円 と す

る。）  

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が４２，５００

円を超えるとき

は４２，５００

円とする。）  

D９  １，６３２，００１

円～２，３０３，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

１０２ ，９ ０

０円を 超え る

と き は １ ０

２，９ ００ 円

とする。）  

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が５１，４００

円を超えるとき

は５１，４００

円とする。）  

D１０  ２，３０３，００１

円～３，１１７，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

１２２ ，５ ０

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が６１，２００

円を超えるとき



０円を 超え る

と き は １ ２

２，５ ００ 円

とする。）  

は６１，２００

円とする。）  

D１１  ３，１１７，００１

円～４，１７３，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

１４３ ，８ ０

０円を 超え る

と き は １ ４

３，８ ００ 円

とする。）  

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が７１，９００

円を超えるとき

は７１，９００

円とする。）  

D１２  ４，１７３，００１

円～５，３３４，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

し、そ の額 が

１６６ ，６ ０

０円を 超え る

と き は １ ６

６，６ ００ 円

とする。）  

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額

が８３，３００

円を超えるとき

は８３，３００

円とする。）  

D１３  ５，３３４，００１

円～６，６７４，０

００円  

その月 のそ の

措置児 童等 に

係る措 置費 等

の支弁 額（ 全

額徴収 。た だ

その月のその措

置児童等に係る

措置費等の支弁

額（全額徴収。

ただし、その額



し、そ の額 が

１９１ ，２ ０

０円を 超え る

と き は １ ９

１，２ ００ 円

とする。）  

が９５，６００

円を超えるとき

は９５，６００

円とする）  

D１４  ６，６７４，００１

円以上  

全額徴収  全額徴収  

備考  １  この表の C１階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割

の額をいい、 C２階層における「所得割の額」とは、同項第２号に

規定する所得割（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条

の７、第３１４条の８、同法附則第５条第３項、第５条の４第６項

及び第５条の４の２第６項の規定は適用しないものとする。）の額

をいう。  

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合

には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額

を所得割の額又は均等割の額とする。  

２  この表の D１～ D１４階層における「所得税の額」とは、所得税

法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する

法律（昭和２２年法律第１７５号）及び平成２３年７月１５日雇児

発０７１５号第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除

廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家

庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」の規定によって

計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合に

は、次の規定は適用しないものとする。  

（１）  所得税法第７８条第１項（同条第２項第１号、第２号（地

方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金に限る。）、

第３号（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金

に限る。）に規定する寄付金に限る。）、第９２条第１項、第９５



条第１項、第２項及び第３項  

（２）  租税特別措置法第４１条第１項、第２項、第６項及び第２

５項、第４１条の２、第４１条の３の２第１項、第２項、第５項

及び第６項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３第

１項及び第３項並びに第４１条の１９の４第１項及び第３項  

（３）  租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成１０年法律

第２３号）附則第１２条、所得税法等の一部を改正する法律（平

成２５年法律第５号）附則第５９条第１項及び第６０条第１項並

びに所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５

号）附則第７６条第１項、第７７条第１項及び第２項、第８０

条、第８１条並びに第８２条第１項  

３  この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、

情緒障害児短期治療施設、乳児院、助産施設、ファミリーホーム及

び里親をいう。  

４  児童の属する世帯の階層が B 階層と設定された世帯であっても、

次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階

層の徴収金基準額は、０円とする。  

（１）  「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯  

（２）  「母子世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）第１７条及び第３１条の７に規定する配偶者

のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯  

（３）  「在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童

（者）、児童福祉法第２４条の２により障害児入所施設を利用す

る児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（以下「障害者総合支援法という」）（平成１７年法律第１

２３号）第６条の自立支援給付の受給者（障害者総合支援法第５

条第６項、第７項、第１２項、第１３項及び第１４項のサービス

に限る。）又は障害者総合支援法附則第２２条の特定旧法受給者

を除く。）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をい

う。  

ア  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に

定める身体障害者手帳の交付を受けた者  



イ  療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５

６号）に定める療育手帳の交付を受けた者  

ウ  特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金

法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎

年金等の受給者  

エ  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者  

（４）  「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に

定める要保護者等特に困窮していると法第５６条の規定による都

道府県又は市町村の長が認めた世帯  

５  同一世帯から２人以上の児童等が入所している場合においては、

その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等について

は、その施設のこの表の基準額に０．１を乗じた額をもってその児

童等の基準額とする。  

ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第２１条の

５の２の障害児通所給付費又は第２４条の２の障害児入所給付費を

支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額に

ついては、「児童入所施設に係る徴収金基準額＋児童入所施設に係

る徴収金基準額×０．１×（当該世帯における施設入所児童の人数

－１）」を当該世帯に係る上限（当該世帯における施設入所児童の

うち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童

自立支援施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部の徴収金基準

額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の

合算額を当該世帯の上限額とする。なお、法第２１条の５の２の障

害児通所給付費又は第２４条の２の障害児入所給付費を支給されて

いる児童等に係る徴収金基準額は、「障害児施設措置費（給付費

等）国庫負担金について（平成１９年１２月１８日厚生労働省発障

第１２１８００２号厚生労働事務次官通知）」）等の徴収金基準額と

する。）とし、その額がその月の利用者負担額（法第２４条の７に

規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第



２１条の５の２８に規定する肢体不自由児通所医療又は第２４条２

０に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の

上限額（実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合

は当該支払った額とする。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、

その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る

徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額

を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は０円とする。  

６  里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施

設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設

又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は

０円とする。  

７  助産施設における助産の実施については次のとおりである。  

（１）  児童福祉法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦

が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。  

ア  その妊産婦の属する世帯の階層区分が D 階層であるとき。た

だし、真にやむを得ない特別の理由があるときは D 階層のうち

所得税の額が８，４００円までの場合であっても差し支えな

い。  

イ  その妊産婦の属する世帯の階層区分が A 階層及び B 階層であ

る場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又

は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に

関する給付を受けることができる額（医学的管理の下における

出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合におい

て、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金

の支払いに関する費用の支出に備えるための保険契約（出生者

等に対し、総額３，０００万円以上の補償金を支払う契約）が

締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整

理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じて

いる場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。  

以下「出産一時金」という。）が、４０４，０００円以上であ

るとき。  

（２）  入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時



金の額に B 階層にあっては２０％、 C 階層にあっては３０％、 D

階層のうち所得税の額が８，４００円までの場合にあっては５

０％をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるも

のとする。  

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した

日までの期間に係る基準額とみなす。  

  

  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市児童福祉法施行細則第１

７条第３項の規定は、平成３０年４月１日から適用する。  

（こども未来部こども保健福祉課）  


